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医師の働き方改革における特定労務管理対象機関の指定等について

○令和６年４月から医師の時間外・休日労働時間の上限規制適用開始

○医療法改正により、都道府県知事は、やむを得ず医師を長時間の業務に従
事させる必要がある病院又は診療所を、当該病院又は診療所の開設者の申
請により、特定地域医療提供機関 （Ｂ水準）、連携型特定地域医療提供機
関（連携Ｂ水準）、技能向上集中研修機関 （Ｃ-１水準）及び特定高度技能
研修機関（Ｃ-２水準）】として指定することができると規定。

※時間外労働の上限規制と健康確保措置について

○県知事が指定するにあたっては、あらかじめ医療審議会の意見を聴くこと
が義務付けられている。

１． 特定労務管理対象機関の指定に関する本県の考え方

○医療機関が医師労働時間短縮計画を作成し、評価センターの評価を受審後、
特定労務管理対象機関の指定申請が県に提出された場合には、法令等に基
づき審査を行い、国が示す基準を満たす場合に指定を行う。

２． 保健医療対策協議会における意見聴取について

○国の検討会の中間とりまとめにおいて、県の指定について、医療審議会の
意見を聴くにあたり、地域医療対策協議会における議論との整合性を確認
することが適当であるとされていることから、本県においても今後、保健
医療対策協議会（地域医療対策協議会）において、ご意見をうかがうこと
としたい。（令和5年度は 8月と２月開催時を想定）




